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本研究グループの目的は，IASBが2009年7月に公表した「中小
企業版IFRS」に焦点をあて，それがわが国および諸外国の会計制
度（会計基準設定）にどのようなインパクトを与えるかについて考
究することにある。
本年度（第2年度：最終報告）は，「中小企業版IFRS」の各国の

導入状況に焦点をあて，（a）欧米諸国（アメリカ，カナダ，英国，
ドイツ，フランス，スウェーデン）および（b）アジア・オセアニア
諸国（中国，韓国，台湾，タイ，マレーシア，インドネシア，フィ
リピン，シンガポール，オーストラリア）について，「中小企業版
IFRS」の導入に対する現状分析を試みた。
その結果，中小企業会計基準の設定アプローチについては，次の

2つが区別された。
① 会計処理や開示規定の適用を免除するアプローチ
② 中小企業を適用対象とした一組の会計基準を設定するアプローチ
上記①は1990年～2000年初頭の各国の対応であったが，近年は

上記②の対応に変化してきている。
IASBによれば，「中小企業版IFRS」は，2011年12月現在，74

の国や地域が，その採用または採用計画を表明しているとされる。
しかし，本研究では，「中小企業版IFRS」の導入に積極的なのは，
そのほとんどが新興経済国であり，IFRSを導入した先進諸国（地
域）では，その多くが中小企業向けの会計基準として，自国基準を
簡素化する傾向が明らかとなった。
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Ⅰ 本研究グループの研究目的
と課題

1.研究目的と課題

IASB（国際会計基準審議会）が「中小企業

のためのIFRS（国際財務報告基準）」（IFRS

forSmallandMedium-sizedEntities;以下

では，「中小企業版IFRS」という。）を公表

したのは，2009年7月であった。これは，

先進国および新興経済国の要請に応じて，

IASBが公表した単独のグローバルな「中小

企業向け会計基準」である。この「中小企業

版IFRS」は，「完全版IFRS」とは切り離さ

れており，その採用と適用企業については，

各国（各地域）の判断に任されている。かか

る「中小企業版IFRS」は，わが国および諸

外国の会計制度にどのようなインパクトを与

えるのであろうか。

本研究グループの研究目的は，この「中小

企業版IFRS」に焦点をあて，その特質を浮

き彫りにするとともに，それが各国の会計制

度（会計基準設定）にどのような影響を与え

るかについて考究することにある。本研究の

具体的課題は，次のとおりである。

①「完全版IFRS」（fullIFRS）との比較

を通して，「中小企業版IFRS」の意図

と特質を浮き彫りにすること

②「中小企業版IFRS」が，各国の会計制

度（会計基準設定）に与える影響につい

て検討すること

本研究グループが分析対象とする諸外国は，

次のとおりである。

（a）欧米諸国：アメリカ，カナダ，英国，

フランス，ドイツ，スウェーデン

（b）アジア・オセアニア諸国：中国，韓

国，台湾，タイ，マレーシア，インドネ

シア，フィリピン，シンガポール，オー

ストラリア

第1年度（中間報告）では，上記①の課

題を検討するとともに，上記②の課題につい

て，EUおよびカナダを取り上げ，その現状

について検討した。第2年度（最終報告）で

は，上記②の課題について，（a）欧米諸国

（アメリカ，英国，フランス，ドイツ，スウェー

デン）および（b）アジア・オセアニア諸国

（中国，韓国，台湾，タイ，マレーシア，イ

ンドネシア，フィリピン，シンガポール，オー

ストラリア）を取り上げ，その現状について

検討した。本報告では，英国，フランス，ド

イツ，中国，マレーシアを取り上げ，第 2

年度の研究成果を概説するとともに，本研究

の対象国の動向を総括してみたい。また併せ

て，「中小企業版IFRS」に対する日本の取

り組みと，本研究の今後の展望についても論

究してみたい。

2.「中小企業版IFRS」の特質

「中小企業版IFRS」について，①役割期

待，②中小企業（SMEs）の定義，③主要な外

部の利用者，④基本方針といった4つの観

点から，その特質を要点的に浮き彫りにした

のが「図表1」である。この図表から分かる

ように，「中小企業版IFRS」は独自の会計

基準というよりも，「完全版IFRS」の要約

版（または圧縮版）として特徴づけることが

できる。

Ⅱ 欧米諸国の現状と課題

欧米諸国については，英国，フランス，ド

イツの3か国を取り上げ，それらの現状と

課題を検討してみたい。
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1.英国

（1）英国におけるIFRSの適用

英国の上場企業は2005年以降，他のEU

諸国におけるそれらと同様に，EU版IFRS

を連結財務諸表の作成にあたって適用してい

る。英国会社法によれば，一定の親会社の連

結財務諸表（groupaccounts）は，IAS規

制第4条によって，国際会計基準（IAS）に

準拠して作成することを要求されており，連

結財務諸表の資産，負債，財政状態，および

損益について真実かつ公正な概観（trueand

fairview）を示すことが要求される。

一方，単体財務諸表を作成するにあたって

は，2006年会社法第396条の規定とIASの

選択適用が認められている。単体財務諸表は，

IASが適用されない場合，会計基準審議会

（ASB）によって設定・改廃・公表される

「財務報告基準書」（FRS）および「標準的

会計実務書」（SSAP）に従って作成される。

（2）「完全版IFRS」を基礎にした会計基

準設定改革

2010年に公表された公開草案第 43号で

は，「図表2」に示すような会計基準設定改

革案が提案された。この図表に示すように，

公的説明責任（publicaccountability）を負

う企業にはEU版IFRSが適用されるが，公

的説明責任を負わず，かつ小規模企業の基準

に該当しない企業には，FRSME（Financial

ReportingforSmallandMedium sized

Entities）が適用される。さらに，小規模企

業には，「小規模企業に対する財務報告基準」

（FRSSE）が適用される。

各国の中小企業版IFRSの導入実態と課題
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図表1「中小企業版IFRS」の特質



この会計基準設定改革案の特徴は，IFRS

を基盤としてUKGAAPを整備することが

提案されている点にある。FRSMEは，中小

企業版IFRSを基礎にしているが，これを完

全に採択したものではなく，会社法の会計規

定や税務等と調整が図られているうえに，

EU版IFRSと一貫した修正が加えられてい

る。「中小企業版 IFRS」が IFRSを簡略化

したものである以上，公的説明責任を有する

企業および中規模企業に対して，IFRSを基

礎とする会計基準が適用されることになる。

（3）FRSMEの特質

英国では，FRSMEの策定にあたり，「中

小企業版IFRS」を改訂する際の原則として，

次の3点があげられている。

（a）当該改訂を最小限度にとどめること

（b）当該改訂をEU版IFRSと一貫させる

こと

（c）法の免除規定は，それを用いることに

よって不利な事実を隠匿することのない

ように行うこと

このように，英国の会計基準設定改革案は，

IFRSを無修正に受け入れている訳ではない

点に留意する必要がある。

（4）英国における会計基準設定の最新動向

しかし，公的会計責任に基づいた上述の三

層構造は，2012年１月に公表された一連の

改訂公開草案によって撤回された。改訂公開

草案とは，第46号「財務報告規定の適用」

（ApplicationofFinancialReportingRe-

quirements），第47号「軽減される開示項

目」（ReducedDisclosureFramework），お

よび第48号「連合王国およびアイルランド

において適用可能な財務報告基準」（TheFi-

nancialReportingStandardApplicationin

theUKandRepublicofIreland）である。

また，第48号では，中小企業版IFRSを

基礎としているものの，中小企業版IFRSの

変更を最小限にとどめるとしていた第44号

の方針を見直し，現行の会計基準および国際

会計基準（2006年会社法にいう国際会計基

準であり，EUによるIAS規制第4条によっ

て適用が要求される国際会計基準をいう。

IASCによって設定･公表され，IASBによっ

て改訂された現行の IASに限定されない）

によって認められている会計規定を維持する

ことを提案している。さらに，第47号では，

開示項目を軽減される子会社または究極的親

会社に関する提案が行われている。

なお，改訂公開草案を公表したASBは，

その上部組織である財務報告協議会（Finan-

cialReportingCouncil:FRC）の組織改革

にともない，「会計協議会」（Accounting

Council）にとって代わられた。会計協議会

は，FRCの一委員会である「規約および基準

委員会」（CodesandStandardsCommittee）
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図表2 公開草案第43号による会計基準改革案（三層構造）



を構成する協議会のひとつである。

2.フランス

（1）フランスの会計制度と連単分離の現状

現在のフランス会計制度の特徴は，3種類

の会計基準が共存していることにある。「図

表3」は，このことを要点的に示したもので

ある。この図表から分かるように，単体計算

書は，PCG（プラン・コンタブル）の管轄

にある。また，非上場企業の連結計算書には，

・R・glement99 02・というフランス国内の

連結基準が適用される。そして，上場企業の

連結計算書には，EU版IFRSが適用される。

単体計算書の結果から連結計算書を作成す

るには，多かれ少なかれ修正作業が必要とな

る。プラン・コンタブルとIFRS間の差はさ

らに大きく，概念的な点でも個別具体的な会

計処理の点でも，大きく異なる連結会計基準

と単体会計基準の修正作業は非常に大変であ

り，再分類や再評価によってほとんど完全に

新しい情報を作成しなければならないとされ

る。

（2）「中小企業版IFRS」の適用に対する

フランスの対応

フランスの会計基準設定機関であるANC

（会計基準局）は，「中小企業版IFRS」の適

用については消極的であり，その理由として

次の点を指摘している。

① 関連法規の改正が必要となり社会的コ

ストが高まること

② システムの組み替えなど小規模会社に

過重な負担となること

③「中小企業版IFRS」の目的は投資者へ

の情報提供にあり，小規模会社にはなじ

まないこと

（3）「中小企業版IFRS」の適用の可能性

他方，フランスは，EUの場では，「中小

企業版 IFRS」を上場中小企業（SMILEs）

に適用することを提案している。その理由と

して，「中小企業版IFRS」は「完全版IFRS」

と比較して，上場中小企業に，次のようなメ

リットがあるとされる。

① 財務諸表の表示が簡素化されること

② 基準の変更が3年に1回ですむこと

③「完全版IFRS」よりも初度適用時の負

担が軽減できること

④ 年次報告書の作成と監査がより早くで

きること

⑤ 国際的な比較可能性が維持できること

このように，フランスは，国内では，「中

小企業版IFRS」の適用に反対しながら，EU

レベルの議論では，上場中小企業に対する

「中小企業版IFRS」の適用を積極的に支持

している。

3.ドイツ

（1）ドイツの会計制度改革

ドイツでは，小規模会社には連結財務諸表

の作成が免除されており，単体財務諸表は

HGB（ドイツ商法典）に準拠して作成され

各国の中小企業版IFRSの導入実態と課題
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図表3 フランスの会計制度における連単分離



る。HGBは，基本的にすべての会社に記帳

義務と決算書の作成を義務づけているが，会

社の規模に応じて，開示情報の範囲や要求さ

れる財務諸表の詳細さは異なっている。

ドイツでは，2009年 4月に，BilMoG

（会計法近代化法）が成立し，「逆基準性の原

則」が廃止されるなど，HGBの会計規定の

近代化が図られた。しかし，BilMoGでは，

「基準性の原則」（わが国の確定決算主義に類

似）は堅持されており，単体財務諸表が課税

所得計算の出発点であることに変わりはない。

（2）BilMoGの適用領域

BilMoGは，端的にいって，IFRSと同等

性を有する形で，ドイツ商法典（HGB）の

改定を図ることによって，IFRSを部分的に

受入れ，会計規定の近代化を図ったものといっ

てよい。「図表4」は，BilMoGの適用領域

を要点的に示したものである。

（3）ドイツにおける「中小企業版IFRS」

の受入問題

ドイツ連邦法務省のプレスリリース（2009

年3月26日）によれば，会計報告義務企業

のすべてに，費用負担を強いる非常に複雑な

IFRSを義務づけることは，正当ではないと

される。つまり，「中小企業版IFRS」の適

用は，HGBと比較して一層複雑で費用負担

を強いるため，ドイツの実務においては厳し

く批判されている。

ドイツでは，実務上，商事貸借対照表・税

務貸借対照表・統一貸借対照表という 3種

類の決算書が存在し，多くの中小企業では，

商事貸借対照表と税務貸借対照表とを兼用

する「統一貸借対照表」を作成している。

BilMoGは，依然として決算書の作成を義務

づけるとともに，IFRSと同等性ある商法会

計規定を開発する一方で，中小企業の実務に

定着している統一貸借対照表を維持している。

つまり，ドイツでは，GoBの体系に「中小

企業版 IFRS」を取り込まず，資本会社の

「会社区分の限界値」の引き下げ等の大幅な

規制緩和措置と，従来の統一貸借対照表を維

持存続させることによって，中小企業の会計

実務に対応している。

Ⅲ アジア諸国の現状と課題

アジア諸国については，中国とマレーシア

の2か国を取り上げ，その現状と課題を検

討してみたい。

1.中国

（1）中国の会計制度体系

中国の会計制度の体系は，「会計法」を上

位の法律とし，「企業会計制度体系」と「企

業会計準則体系」の2つの体系下の規定に

よって構成される。こうした会計制度体系の

中で，「企業会計制度体系」群からは「小企

業会計制度」（2005年），「企業会計準則体系」

群からは「小企業会計準則」（2012年）が中

国における中小企業会計に関わる中心的な規

定となっている。
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（2）中国の会計基準の経緯

中国は2003年1月1日に施行された「中

小企業促進法」を嚆矢に，中国における中小

企業に係る法律や通達が数年に一度公布され

るようになった。IASBと日本との比較から，

中国における中小企業に関わる法律などの施

行はIASBの後追い感が否めない。しかし，

非常に遅れた動向であるともいえない。

（3）「小企業会計準則」の特徴

中国における中小企業に関わる会計の中心

的役割を果たす「小企業会計準則」（2012年）

の基本方針は，一般的な会計準則よりも簡素

化すべきであるとしている。

適用対象である「小企業」とは，中国域内

に設立され，①公的説明責任を負担しない企

業，②経営規模が比較的に小さい企業，③企

業集団の親会社でも子会社でもない企業の3つ

の条件を満たす企業である。この適用対象の

条件である「公的説明責任を負担しない企業」

は，IASBの「中小企業版IFRS」の適用対

象である「公的説明責任のない企業（non

publiclyaccountableentities）」に近いよう

に見えるが，こまかな中身は少々異なる。

また，企業集団の親会社や子会社が適用対

象から外れるというのも独自的であるといえ

る。さらに，概念フレームワークのようなも

のは中国基準にはない。

（4）「小企業会計準則」の構成

「小企業会計準則」は本文が9章77条，

付録2つ，91頁から成っている。具体的に

は，第1章：総則，第2章：資産，第3章：

負債，第 4章：持分，第 5章：収益，第 6

章：費用，第7章：利益およびその分配，

第8章：外貨換算，第9章：財務諸表で構

成される。

興味深いのは，財務諸表の構成要素である

資産・負債・持分・収益・費用の構成項目に

ついて，独自的なものが存在することである。

例えば，資産の構成は，流動資産，長期債券

投資，長期保有目的持株投資，固定資産，無

形資産およびその他の非流動資産に分けられ

るとしている。

（5）「小企業会計準則」と「中小企業版

IFRS」の比較

「小企業会計準則」と「中小企業版IFRS」

と対比し分析した結果，次のことが明らかと

なった。

①「中小企業版IFRS」のほうは分量が多

く，中国の「小企業会計準則」よりも広

範である。また，資産・負債・持分・収

益・費用におけるそれぞれの細分類につ

いては，中国の小企業の定義から企業集

団の親会社や子会社が適用対象から外れ

たこともあり，若干の相違があることが

見受けられる。

② 中国における小企業に対する会計基準

は試行錯誤しながら，簡素化されてきた

軌跡が確認できる。

2.マレーシア

（1）マレーシアにおける中小企業向け会計

基準の経緯

マレーシアにおける中小企業向け会計基準

は，その萌芽から改訂中の現在まで，次の4

段階を経ている。

① マレーシア会計基準（MASB基準）か

らの適用免除（2000～2005年）：MASB

（マレーシア会計基準審議会）発足直後

に設定されたMASB基準には，特定の

「適用免除企業」（ExemptEntities）に

対するいくつかの適用免除規定が設けら
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れていた。具体的には，MASB7『工事

契約』のすべて，MASB2『棚卸資産』

における開示項目の一部，MASB9『収

益』における役務の提供による収益認識

にあたり不確実性が存在する場合の規定

の適用がこれである。

② PERS（非公開企業版報告基準：旧

MASB基準）：PERSは，かつて全企業

を適用対象として設定されたMASB基

準であり，中小企業の財務諸表に対する

ニーズを考慮した基準であるとはいえな

い。しかし，MASB基準は実質的には

90年代前半までに公表されたIASをベー

スとしていることから，IASのその後

の大幅な改訂による複雑な内容と比較し

て，MASB基準は比較的シンプルな基

準となった。

③ ED52（2006年）：ED52は，PERS改

訂のために公表された公開草案である。

本公開草案の目的として，次の 5項目

が示されている。

（a）非公開企業に適した会計処理に関す

る指針を提供すること

（b）非公開企業の報告上の負担を軽減す

ること

（c）中小企業のための会計および報告に

対し，世界的に採用されているアプロー

チへの移行を容易にすること

（d）公的説明責任をもつようになる企

業，およびFRSへの切り替えを選ぶ

企業がFRSに移行するのを容易にす

ること

（e）税務報告との連携を容易にすること

なかでも，起草にあたって税務の観点

が取り入れられている点は注目される。

④ ED72（2010年）：ED72は，IASBが

2009年 7月に公表した「中小企業版

IFRS」と内容を完全に同じにしている。

（2）マレーシアの中小企業会計基準の特徴

マレーシアでは，2006年以降，1組の中

小企業向け会計基準設定のための作業を継続

しているが，それは2011年8月現在をもっ

ていまだ完了していない。そのため，90年

代以前に公表された IASをベースとした

暫定基準が，現行の中小企業向け会計基準

（PERS）として，図らずも使用され続けて

いる。これが同国における，中小企業向け会

計基準に関する現状である。

「中小企業版IFRS」は，現行のPERS改

訂のための公開草案（ED72）としてMASB

に採用されたが，これが正式に新たなPERS

となるかどうか，現在の段階では明言できな

い。ただし，ED72の内容は，政府当局の進

める中小企業の成長に関する政策と決して矛

盾するものではなく，当該政策が青写真とし

て描く中小企業の会計基準としては，むしろ

整合性を持ったものといえる。

Ⅳ 本研究の総括

1.中小企業会計基準設定アプローチ

の変遷

「図表5」は，グローバルな視点から，中

小企業向け会計基準設定の主な変遷を要約し

て示したものである。この図表から，次のよ

うな特徴点を指摘できる。

① 1990年代～2000年代初頭の主なアプ

ローチは，すべての企業を対象とした会

計基準の中で，いくつかの処理規定およ

び開示規定の適用を中小企業に対して免

除するアプローチであった。例えば，ニュー

ジーランド，マレーシア，カナダといっ

たケースがこれである。
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② 2003年以降の主なアプローチは，中小

企業を適用対象とした一組の会計基準を

設定するアプローチである。例えば，

ISAR，IASB，英国，香港，マレーシア，

カナダといったケースがこれである。

2.各国における中小企業会計モデル

の変化

「図表6」は，各国基準における中小企業

会計モデルの特徴を要点的に示したものであ

る。この図表から，次の点を指摘できる。

①「中小企業版IFRS」以前に設定された

基準は，基本的には，歴史的原価主義を

ベースとした会計モデルを適用しようと

する基準である。

② 一方，「中小企業版IFRS」は，公正価

値をベースとした会計モデルを適用しよ

うとする基準であり，その意味では「革

新的な基準」であるといえる。

3.各国における「中小企業版IFRS」

採用に関する展望

中小企業の会計基準設定の歴史をみると，

基準設定に関する「新たな試み」は比較的短

期間に，各国間で模倣的に伝播する傾向がみ

てとれる。例えば，次のような事例がそうで

ある。

① オーストラリアにおける「統合的アプ
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ローチ」のニュージーランド，マレーシ

ア，カナダなどへの伝播

② 英国における「個別的アプローチ」の

ISAR,IASB，香港，マレーシア，カナ

ダなどへの伝播

このような文脈から考えれば，「中小企業

版IFRS」の「新たな試み」である「中小企

業に対する公正価値会計の適用」も比較的短

期間に，各国の中小企業版会計基準に取り込

まれるか，あるいは各国の中小企業の会計制

度に「中小企業版IFRS」が採用される可能

性は否定できない。事実，カナダでは，金融

商品の測定に全面的に公正価値会計を適用す

るオプションも認められた。

Ⅴ 日本の対応

1.日本における「中小企業会計」の

歩み

「図表7」は，日本における「中小企業会

計」の歩みを要約し，一覧表に示したもので

ある。

2.「中小会計要領」の基本的な考え方

中小企業と大企業との属性の相違を基本認

識とし，「中小企業会計」は，「中小企業の成

長に資するものであるべき」という視点に立っ

て，「中小会計要領」は，その「基本的な考

え方」として，次の4点をあげている。

（ア）経営者に役立つ会計

（イ）利害関係者と繋がる会計

（ウ）実務に配慮した会計

（エ）実行可能な会計

この「基本的な考え方」は「中小会計要領」

の基本コンセプトを形造るものである。

3.「中小企業版IFRS」に対する「中

小会計要領」の対応

「中小会計要領」では，「中小企業の会針」

の前提要件となる6つの論点を示している。

その中でも，とりわけ本研究課題と関連する

のが，次の2つの論点である。
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① 第1の論点は，「国際会計基準の影響」

である。これについては，中小企業には，

その影響を遮断または回避すべきとして

いる。諸外国においても，非上場企業

（中小企業）に対してIFRSの適用を強

制している国は少ない。そのため，「中

小会計要領」は，IFRSへのコンバージェ

ンスが加速化している「企業会計基準」

とは，一線を画して検討が行われている。

② 第2の論点は，「確定決算主義の維持」

である。わが国で，IFRSの導入が進ま

ないのは，「確定決算主義」があるから

であるとする論調がみられる。しかし，

中小企業における確定決算主義の意義に

ついては，次の2点を指摘できる。

（ア）課税当局にとっては，課税所得が

不当に減少する事態を防ぐこと。つま

り，会社法上の計算書類と税法上の計

算書類が分離されている場合，商事上

の利益はより大きく，税務上の所得は

より小さくなるような会計処理を選ぶ

可能性があることから，確定決算主義

によってそれを回避できること

（イ）中小企業にとっては，作成する計

算書類が一つで済むこと。つまり，

「確定決算主義」は中小企業にとって

は「コスト効果的」なアプローチであ

ること

このように，日本では，「確定決算主義」

の堅持の立場から，「中小企業会計」に対す

るIFRSの影響の遮断が主張され，「中小企

業版IFRS」に対する関心はあまり高いもの

とはいえない。

Ⅵ 本研究の今後の課題

IASBによれば，「中小企業版IFRS」は，

2011年12月現在，74の国や地域が，その

採用または採用計画を表明しているとされる。

例えば，次の国や地域が「中小企業版IFRS」

を採用または検討中とされる。

① 中央アメリカ：ベリーズ，コスタリカ，

エルサルバドル等

② 南アメリカ：アルゼンチン，ブラジル，

チリ等

③ カリブ地域：バハマ，バルバドス，ド

ミニカ共和国等

④ アフリカ：南アフリカ，ボツワナ，エ

ジプト等

⑤ ヨーロッパ：ボスニア，マケドニア等

⑥ アジア：カンボジア，香港，マレーシ

ア等。

これらの国や地域をみて分かるように，そ

のほとんどは新興経済国である。本稿で指摘

したように，IFRSを導入した先進国（地域）

であっても，その多くが小規模会社の会計基

準として「中小企業版IFRS」を適用するこ

となく，自国基準を尊重していることがわか

る。

今後は，先進諸国と発展途上国でなぜその

ような相違が生じているのか，また，「中小

企業版IFRS」は今後どのような取り扱いを

受けるのかについて，IASBおよび各国の動

向を注意深く見守る必要がある。
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